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2．適用の範囲及び使用方法   

本剤は国内での農薬登録はなされていない。   

海外での適用の範囲及び使用方法は以下のとおり   

【海外での使用方法（米国）】  

50％トリフルスルフロンメチル 顆粒水和剤  

トリフルスルフロンメチル（案）   

今般の残留基準の検討については、食品中の農薬等のポジティブリスト制度導入h引こ新  

たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直しについて食品安全委員会において食  

品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を千丁い、  

以下の報告を取りまとめるものである。  

1．概要  

（1）品目名：トリフルスルフロンメチル［Triflusulfuron－methyl（ISO）］   

（2）用途：除草剤  

スルホニルクレア系除草剤である。分岐鎖アミノ酸の生合成に関与する植物に措   

有のアセトラクテート合成酵素（ALS）の働きを阻害することにより、植物こ′十t  

育を阻止すると考えられている。  

（3）化学名  

methy12－［4－dimethylamino－6－（2，2・2－trifluoro？thoxy）－1，3，5－Atriazin－2－  

ylcarbamoylsulfamoylト町tOluate（IUPAC）  

methy12下［［［［［4M（dimethylamino）－6一（2，2；2trifluoroethoxy）－1，3，5－trlと1∠L［i－2～  

yl］aふino］carbonyl］amino］sulfonyl］－3－methylりenzoate（CAS）   

（4）構造式及び物性  

本剤の  
作物名  適用雑草  使用適期  使用量  総使用量  収穫前日数  

使用回数   

0．4（一0，8  

発芽期～  6．0  
てんさい  3回以内   

多年生  
散布  

広葉雑草  ozai／A  

0．375  0．75  
≠コリ  発芽後  2回以内   

ozal／A   ozal／A   

3．作物残留試験  

（1）分析の概要   

① 分析対象の化合物  

トリフルスルフロンメチル 

（∋ 分析法の概要  

試料からアセトニトリル：0．1mol／L炭酸アンモニウム水溶液（20：80，Ⅴ／v，pH8．5）  

で抽出し、リン酸酸性下（pH2～3）でフ土ニル固相抽出カラムを用いて精製し、高  

速液体クロマトグラフ（UV）を用いて定量する。  

定量限界：0．02～0．05ppm  

（2）作物残留試験結果  

海外で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1を参照。  

4．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第2項の規定に基づき、食品安   

全委員会あて意見を求めたトリフルスルフロンメチルに係る食品健康影響評価について、   

以下のとおり評価されている。  

無毒性量：2．44mg／kg体重／day（発がん性は認められなかっ草。）  

（動物種）  ラット  

（投与方法）   混餌  

（試験の種類） 慢性毒性／発がん性併合試験  

（期間） 2年間  

安全係数こ100  

皇助体重／day  

2CF3  

N  

C  

CO2CH3  

SO2NH      11  

CH3  （）   

分子式  C17Hl，F3N606S  
分子量  492．4  

水溶解度   1mg／L（pH3、25Oc）  

3mg／L（pH5、25℃）  

110mg／L（pH7、25℃）  

11000mg／L（pH9、25℃）  

分配係数 logl。Pow＝0・96（pH7）  

（米国評価書より）  

一1－  
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5．諸外国における状況   

JMPRにおける毒性評価は行われておらず、国際基準も設定されていない。米国、   

カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージーランドについて調査した詰果、   

米国においててんさい（根及び菓）及びチコリに、カナダにおいててんさいに基準値が   

設定されている。  

6．基準値案  

（1）残留の規制対象  

トリフルスルフロンメチルとする。  

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、農産物中   

の暴露評価対象物質としてトリフルスルフロンメチル（親化合物のみ）を設定してい  

る。  

（2）基準値案  

別紙2のとおりである。  

（3）暴露評価  

各食品について基準値実の上限までトリフルスルフロンメチルが残留していると仮   

定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算される、1日当たり摂取する農薬げニノ量（理  

論最大摂取量（TMDI））のAD’Ⅰに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露  

評価は別紙3参照。  

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全  

くないとの仮定の下に行った。  

（別紙1）  

トリフルスルフロンメチル 海外作物残留試験一覧表   

試験条件  最大残留量注）（ppm）  

農作甲  試験 圃場数        【トリアルスルフロンメチル】    使用量・使用方法  絶佳用量  回数  経過日数   

圃場A：0．027  
2  6・0？Zai〟  6，00Zai／A  1回   45日          圃場B：0．033  

101日  圃場A：く0．02  

115日  圃場8：く0．02  

5   1．、00Zai／A  3∴00Zai／A  3回                    124 

121日  圃場D：く0．02  

てんさい  126日  圃場E，：く0．02  

（葉）  101日  圃場A：く0．02  

115日  圃場B：く0．02  

5  0．050Zal／A  0、150Zai／A  3回                    ．124日  圃場C：く0．02   

121日  囲場D：く0．02  

126日  圃場E：く0．02  

ロ   0．80 0Z al／Å  2．40Zai／A  3回   圃場A：く0，02  

8  0．400Z ai／A  1．2 0Zai／A  111日               圃場A：く0．02   
圃場A：く0．05  

2   6．0 0Zai／A  6，0ozai／A  1回  45日          圃場B：く0．05  

101日  圃場A：〈0．02  

115日  圃場B：〈0．02  

5   1．00Zai／A  3．0OZal／A  3回                    124日  圃場C：く0．02  

i21日  圃場D：く0，02  

てんさい  126日  圃場E；く0．02  

（根）  101日  圃場A：く0＿02  

115日  圃場8：く0．02  

田  0．05 0Z ai／A  0：150Zai血  3回                    124日  圃場C：く0．02  

121日  圃瘍D：く0．02  

126日  圃場E：〈0．02  

1  0．80 0Z al／A  ：2．40Zai／A   圃場A：く0．02  

0．40占zai／A  1．20Zai／A  3回  111日  

0．，3870Zai／A   
＋  0．773 0Z え1／A   圃場A：〈P▲02  

0，3860Zai／A  
0・声700Zai／A   

＋  0．75loz ai／A  62日．  
チコリ  

（根）   0．3700Zal／A   
2回  

＋  0丁7660Zai／A  圃場C：〈0．02  

0．3960Zai／A  
0．3720Zai／A   

＋  0・て？70Zai／A  59日  圃場D：〈0．02   

0．3650Zal／A  

TMDI／ADI（％）注）   

国民平均   0．1   

幼小児（1～6歳）   0．2   

妊娩   0．1   

高齢者（65歳以上）   0．1  

注）TMDI試算は、基準値案×各食品の平均摂取量の総和として計算している。   

（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号によ 

食品一般の成分規格7に食品た残留する量の限度（暫定基準）が定められているがこ   

今般、残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  

注）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最  
短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大条件下の作物残留試験）を実施し、それぞれの試験から  
得られた残留量。（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定に掛ナる暴露評価の精密化に関  
する意見具申」）  

－3－  
－4－   
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（別紙3）   

トリフルスルフロンメチル推定摂取量（単位：〝g／人／day）  

農薬名 トリフルスルフロンメチル   

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験戒腐  

農産物名  案   
pPm   ppm  

てんさい   0．05  0．05  0．05  アメリカ  【く0．02一く0．D5（n＝14）l米国）】   

その他のきく科野菜   0．05  0．05  【く0．02（n＝4）（米国チニ（リ（根））1   

その他の野菜   0，05  0．05  アメリカ   【〈0．02－0．033（Ⅰ、▲＝二14）  
（米国てんさい（尭ノバ   

その他のスパイス  0．05  

その他のハープ  0．05  

幼小児  高齢者  
食品群  

基準値案 （pm）  国民平均 TMDI   （1．～6歳）  

p  TMDI  TMDI   

0．2  てんさい    0．05  

0 0  その他のきく科野菜   Ob5    0．0  

その他の野菜   0． 
十  0．9   0．7   0．7  

ADI比（％）  0．1   0．2   0．1  

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示したu  

TMDI：理論最大1日摂取量（TheoreticalMaximum DailyIntake）  

－5－  
－6－   



（参考）  

答申（案）  
これまでの経緯  

残留農薬基準告示  

虐生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に  

係る食品健康影響評価について要請  

食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康最響評  

価について通知  

薬事・食品衛生審議会へ諮問  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

トリフルスルフロンメチル   

食品名   ．  残留基準値 ロDm  てんさい  ■ 0．05  その他のきく科野菜（注1）  0．05  その他の野菜（注2）  0．05   
平成17年11月29日  

平成20年 3月 3日  

平成21年 3月19日  

平成22年12月17日  

平成22年12月24日  

（注1）「その他のきく科野菜」とは、きく  

科野菜のうち、ごぼう、サルシフイー、  
アーティチョ…ク、チコリ、エンダイブ、  
しゆんぎく、レタス及びハーブ以外の  
ものをいう。   

（注2）「その他の野菜」とは、野菜のう  

ち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶ  
らな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、  
せり科野菜、なす科野菜、うり科野  
菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、し  
ようが、未成熟えんどう、未成熟いん  
げん、えだまめ、きのこ類、スパイス及  
びノ＼－ブ以外のものをいう。   

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

［委員］   

青木 宙   

生方 公子  

○大野 泰雄   

尾崎 博   

加藤 保博   

斉藤 貢一   

佐々木 久美子   

佐藤 清  

志賀 正和   

豊田 正武   

永山 敏虞  

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科特任教授  

北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教授  

国立医薬品食品衛生研究所副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科教ヰ受  

財団法人残留農薬研究所理事  
星薬科大学薬品分析化学教室准教授  

元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長  

財団法人残留農薬研究所理事・化学部長  

元農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長  

実践女子大学生活科学部食生活科学科教授  

東京都健康安全研究センター医薬品部長  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会執行役員組織推進本部長  
東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  

者森県立保健大学健康科学部栄養学科教授  

大阪市立大学大学院生括科学研究科教授  

大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授  
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